
県災害対策本部（本部長：県知事）

日本経団連
東北地方太平洋沖地震対策本部

企業・業界団体

被災県の集積地

被災地

２．必要な物品のリストを提供

３．必要物品ごとに関係企業・
業界団体に提供を依頼

４．提供可能な物品を連絡

第３回 「救援物資ホットライン便」（日本郵船陸路ルート）のスキーム

５．提供可能な物品を
とりまとめて回答

１．被災地ニーズの反映

２０１１年４月１日
（社）日本経済団体連合会
東北地方太平洋沖地震対策本部

６．各企業による輸送

横浜（大黒埠頭）

７．日本郵船コンテナトレーラーによる陸送

８．自治体による輸送

別紙

日本郵船

連携


